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再 評 価 調 書（案） 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 下水道事業 

地 区 名 五条
ごじょう

川
がわ

左岸
さ が ん

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

事業箇所 犬山市、小牧市、岩倉市、大口町 

事業のあ

らまし 

 五条川左岸流域下水道は、犬山市、小牧市、岩倉市及び大口町の 3 市 1 町を対象とした流域下

水道である。本事業は、流域関連市町が公共下水道として実施する枝管整備と連携を図りながら、

県が根幹的な施設である幹線管渠と処理場を整備するものである。 

流域下水道

（県） 犬山市 小牧市 岩倉市 大口町

処理区域面積(ha) 5,480.8 1,287.0 3,711.4 156.4 326.0

計画処理人口(人) 205,850 51,170 135,120 13,140 6,420

計画汚水量(m3/日) 130,381 31,446 85,574 6,717 6,644

計画概要（全体計画）

流域関連公共下水道（市町）

 昭和 52 年度に事業着手し、昭和 62 年 4 月に供用を開始し、現在は全市町の汚水を処理してい

る。 

 平成 29年度末において、まだ約3.3万人の住民が下水道を使用できない状況であり、生活環境

の改善と公共用水域の水質保全を図るため、県と流域関連市町で連携して下水道整備を実施する

ものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

生活排水等を適正に処理し、下水道計画区域内の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図

ることを目標とする。 

計画変更

の推移 

（県事業）

再々評価時（H20） 再々再評価時（H30） 変動要因の分析 

事業期間 S52～H53 S52～H65 ・事業期間については

各市町の整備計画によ

る。 

・事業費については全

体計画の見直しによ

る。 

・計画処理面積につい

ては各市町の見直しに

よる。

事業費（億円） 958 938 

経費

内訳

工事費 899 879 

用補費 59 59 

その他 - - 

事業内容 

全体計画（H12策定） 

計画処理区域：6,266ha

幹線管渠：12km 

処理場：1箇所 

全体計画（H29策定） 

計画処理区域：5,480.8ha

幹線管渠：12km 

処理場：1箇所 

Ⅱ 評価

①
事
業
の
必
要
性
の
変
化

1) 必 要性

の変化 

【再々評価時（H20）の状況】 

平成 7 年度に全市町で供用開始済み。平成 19 年度末で約 14.8 万人が下水道を使えるよう

になった。 

【再々再評価時（H30）の状況】 

平成 7 年度に全市町で供用開始済み。平成 29 年度末で約 17.3 万人が下水道を使えるよう

になった。 

（別紙２）



2 

【変動要因の分析】 

再々評価時（H20）と比べると新たに約2.5万人が下水道を使えるようになったが、まだ約

3.3万人の住民が下水道を使用できない状況であるため、今後も引き続き早急な下水道整備が

必要である。 

判定 

Ｂ 

A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 

B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 

C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 

※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着

手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。 

【理由】 

 昭和 62年 4月に供用を開始したが、まだ約3.3万人の住民が下水道を使用できない状況

にあり、継続した下水道整備が必要であるため。 

②
事
業
の
進
捗
状
況
及
び
見
込
み

1) 進捗状

況 

【事業計画及び実績】 

H20 ～ H29 H30 ～ H39

調査・設計

用地補償

工事

　管きょ

　処理場

前回計画

実　　績

今回計画

H40～H53 H54～H65

314

S52～H19

工種
区分

事業費
(億円)

1,608

1,608 159 153 394

269 245

1,608 159

＊事業費は流域（県事業）と流域関連（市町事業）の合計 

【進捗率】 

計画
【①】

実績
【②】

達成率(%)
【②÷①】

計画
【③】

達成率(%)
【②÷③】

3,842.3 3,485.6 91% 5,480.8 64%

1,877 1,767 94% 2,314 76%

うち　流域 798 752 94% 938 80%

うち　流域関連 1,079 1,015 94% 1,376 74%

これまでの計画に対する達成状況 全体進捗状況

面　積(ha)

事業費（億円）

【施工済みの内容】 

 処理区域 3,485.6ha 

幹線管渠 12km 

 処 理 場 1箇所（処理能力91,200m3/日） 

【事後評価に準ずるフォローアップ】 

下水道の普及（下水道処理人口の増加）に伴い、公共用水域の水質（BOD）の改善がみられ

る。 

 ＊五条川左岸流域下水道内の環境基準点：五条川（待合橋） 

 ＊BOD（生物化学的酸素要求量） 

：水汚濁物質（主として有機物）が微生物によって酸化分解されるときに必要とされる

酸素量で、河川の汚濁を表す代表的指標。値が大きいほど汚濁の度合いが著しいこと

を表す。 
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2) 未着手

又は長

期化の

理由 

 流域関連公共下水道の整備費を計画どおり確保できないため、事業が長期化している。 

3) 今後の

事業進

捗の見

込み 

【阻害要因】 

 事業期間を延長したため、大きな阻害要因はない。 

【今後の見込み】 

 下水道処理区域は面積で 64%が整備済みである。事業完了に 12 年の遅れが生じるものの、

着実に事業進捗が見込まれる。 

判定 

Ｂ 

A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 

B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） 

・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、

一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成

が見込まれる。 

・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後

は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要

因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、

ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 

【理由】 

事業期間の見直しにより、計画どおり平成65年に完了する見込みである。 
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③
事
業
の
効
果
の
変
化

1) 貨 幣価

値 化可

能 な効

果（費用

対 効果

分 析結

果）の変

化 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析の算定基礎となった要因変化の有無】 

・国土交通省からの平成23年 10月 17日付け事務連絡において、評価実施年度より前に計上

された費用及び便益について社会的割引率により現在価値に換算するよう通達がなされた。

・下水道事業における費用効果分析マニュアル（H28年 12月）の改訂。 

・便益において、用地有効利用効果、温室効果ガス削減効果、汚泥有効利用効果を追加。 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】 

・本事業の全体事業に対する費用便益比は1.59（＞1）であり、事業効果が期待できる。 

再々評価時
（基準年：H20)

再々再評価時
（基準年：H30）

備考

事業費（公共下水道） 1,552 3,903

維持管理費（公共下水道） 85 241

事業費（流域下水道） 1,697 3,743

維持管理費（流域下水道） 504 929

3,838 8,816

周辺環境の改善 6,081 6,997

居住環境の改善 2,410 4,889

公共用水域の水質保全 1,219 2,114

用地有効利用効果 - 0

温室効果ガス削減効果 - 0

汚泥有効利用効果 - 23

残存価値 -67 9

9,643 14,032

計画面積（ha） 6,266 5,481

計画人口 233,500 205,850

世帯数 81,403 88,107

2.51 1.59

区分

効果
(億円)

合計（C)

合計（B)

費用
(億円)

(参考)
算定
要因

費用対効果分析結果（B/C）

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】 

・下水道事業における費用効果分析マニュアル（平成 28 年 12 月 国土交通省水管理・国土

保全局下水道部） 

【変動要因の分析】 

評価実施年度以前の費用及び便益について社会的割引率により現在価値に換算した結果、

前回評価時に比べ費用及び便益が増加している。 

2) 貨 幣価

値 化困

難 な効

果 の変

化 

【再々評価時の状況】 

特になし 

【再々再評価時の状況】 

特になし 

【変動要因の分析】 

なし 

判定 

Ａ 

A：事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。 

B：事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通し

がある。 

C： 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通し

が立たない。 

【理由】 

Ｂ／Ｃは1.59と 1.0を超えており、事業効果の発現が期待できる。 
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Ⅲ 対応方針（案） 

継続 
中止：上記①～③の評価で一つでもＣ判定があるもの。 

継続：上記以外のもの。

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後5年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

【主な評価内容】 

 公共用水域の水質保全の状況から、事業効果を確認する。 

Ⅴ 事業評価監視委員会の意見 

Ⅵ 対応方針 


